
第
一
号
様
式
中

「
2
.
9
他
の
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
船
舶
が
上
記
の
条
約
の
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

in
a
ll
o
rd
e
r
re
sp
e
c
ts

th
e
sh
ip

c
o
m
p
lie

d
w
ith

th
e
re
le
v
a
n
t
re
q
u
ire

m
e
n
ts

o
f
th
e
C
o
n
-

v
e
n
tio

n
.

」

を

「
2
.
9
他
の
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
船
舶
が
上
記
の
条
約
の
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

in
a
ll
o
th
e
r
re
sp
e
c
ts

th
e
sh
ip

c
o
m
p
lie

d
w
ith

th
e
re
le
v
a
n
t
re
q
u
ire

m
e
n
ts

o
f
th
e
C
o
n
-

v
e
n
tio

n
;

2
.
1
0
こ
の
船
舶
が
上
記
の
条
約
第
Ó
`
２
章
第
1
7規
則
に
従
つ
て
代
替
設
計
及
び
配
置
を
し
て
い
る
／
し

て
い
な
い
こ
と
。

th
e
sh
ip

w
a
s／

w
a
s
n
o
t
su
b
je
c
te
d

to
a
n

a
lte

rn
a
tiv

e
d
e
sig

n
a
n
d

a
rra

n
g
e
m
e
n
ts

in
p
u
rsu

a
n
c
e
o
f
re
g
u
la
tio

n
Ó
`
2／

1
7
o
f
th
e
C
o
n
v
e
n
tio

n
;

2
.
1
1
火
災
安
全
の
た
め
の
代
替
設
計
及
び
配
置
の
承
認
文
書
が
、
こ
の
証
書
に
附
属
さ
れ
て
い
る
／
附
属

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

a
D
o
c
u
m
e
n
t
o
f
a
p
p
ro
v
a
l
o
f
a
lte

rn
a
tiv

e
d
e
sig

n
a
n
d
a
rra

n
g
e
m
e
n
ts

fo
r
fire

sa
fe
ty

is／
is
n
o
t
a
p
p
e
n
d
e
d
to

th
is
C
e
rtific

a
te
.

」

に

改
め
る
。

第
一
号
の
二
様
式
中

「
2
.
1
0
他
の
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
船
舶
が
上
記
の
条
約
の
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

in
a
ll
o
th
e
r
re
sp
e
c
ts

th
e
sh
ip

c
o
m
p
lie

d
w
ith

th
e
re
le
v
a
n
t
re
q
u
ire

m
e
n
ts

o
f
th
e
C
o
n
-

v
e
n
tio

n
.

」

を

「
2
.
1
0
他
の
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
船
舶
が
上
記
の
条
約
の
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

in
a
ll
o
th
e
r
re
sp
e
c
ts

th
e
sh
ip

c
o
m
p
lie

d
w
ith

th
e
re
le
v
a
n
t
re
q
u
ire

m
e
n
ts

o
f
th
e
C
o
n
-

v
e
n
tio

n
;

2
.
1
1
こ
の
船
舶
が
上
記
の
条
約
第
Ó
`
２
章
第
1
7規
則
に
従
つ
て
代
替
設
計
及
び
配
置
を
し
て
い
る
／
し

て
い
な
い
こ
と
。

th
e
sh
ip

w
a
s／

w
a
s
n
o
t
su
b
je
c
te
d

to
a
n

a
lte

rn
a
tiv

e
d
e
sig

n
a
n
d

a
rra

n
g
e
m
e
n
ts

in
p
u
rsu

a
n
c
e
o
f
re
g
u
la
tio

n
Ó
`
２
／
1
7
o
f
th
e
C
o
n
v
e
n
tio

n
;

2
.
1
2
火
災
安
全
の
た
め
の
代
替
設
計
及
び
配
置
の
承
認
文
書
が
、
こ
の
証
書
に
附
属
さ
れ
て
い
る
／
附
属

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

a
D
o
c
u
m
e
n
t
o
f
a
p
p
ro
v
a
l
o
f
a
lte

rn
a
tiv

e
d
e
sig

n
a
n
d
a
rra

n
g
e
m
e
n
ts

fo
r
fire

sa
fe
ty

is／
is
n
o
t
a
p
p
e
n
d
e
d
to

th
is
C
e
rtific

a
te
.

」

に

改
め
る
。

第
二
号
様
式
（
管
海
官
庁
が
交
付
す
る
も
の
）
及
び
（
船
級
協
会
が
交
付
す
る
も
の
）
中

「
４
免
除
証
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
／
発
給
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

T
h
a
t
a
n
E
x
e
m
p
tio

n
C
e
rtific

a
te

h
a
s／

h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
issu

e
d
.

」

を

平成™˜年�月™�日 金曜日 (号外第˜š�号)官 報

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
十
六
類
の
項
下
欄
第
二
十
七
号
中
「
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
」
を
「
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
」
に
改
め
る
。

（
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
割
賦
販
売
法
の
項
、
別
表
第
二
割
賦
販
売
法
の
項
及
び
別
表
第
三
割
賦
販
売
法
の
項
中
「
第
三
十
五
条

の
三
の
三
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
の
六
十
二
」
に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
四
十
四
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
九
条
ノ
三
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
ノ
八
の
規
定
に
基
づ
き
、

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条

包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
販
売
業
者
又
は
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
役
務
提
供
事
業
者
に
相
当
す

る
者
が
、
改
正
法
の
施
行
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
告
し
、
か
つ
、
知
れ
て
い
る
利
用
者
又
は
購
入
者

若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
相
当
す
る
者
に
対
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

利
用
者
又
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
相
当
す
る
者
が
第
二
号
に
規
定
す
る
一
定
の
期
間
内
に

第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
新
法
第
三
十
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
新
法
第
四
条
の
二
の
承
諾
（
新
法
第
三
十
条
の
二
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
旧

法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
除
く
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。）が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
す
。

一

新
法
第
三
十
条
の
二
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
旧
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
に
規

定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
除
く
。）を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
旨

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨

２

前
項
第
二
号
の
期
間
は
、
一
月
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条

改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
新
省
令
第
百
四
条
第
一
項
中
「
登
録
個
別
信
用
購
入
あ
つ

せ
ん
業
者
を
い
う
。」と
あ
る
の
は
、「
登
録
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
及
び
法
第
三
十
五
条
の
三
の
二
十
四
第
一

項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
（
法
第
三
十
五
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
登
録
又
は
登

録
の
拒
否
の
処
分
を
受
け
た
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
を
除
く
。）を
い
う
。」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
又
は
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
当
該
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業

者
又
は
当
該
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
と
特
定
信
用
情
報
提
供
契
約
を
締
結
し
て
い
る
特
定
信
用
情
報
提
供
等

業
務
を
行
う
者
が
新
法
第
三
十
五
条
の
三
の
三
十
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
新
法
第
三
十
五
条
の
三

の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
信
用
情
報
提
供
等
業
務
を
行
う
者
に
対
し
、
新
法
第
三
十
五

条
の
三
の
三
十
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
時
前
に
締
結
さ
れ
た
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
又
は
個

別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
に
係
る
新
省
令
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
並
び
に
同
条

第
二
項
第
二
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

加
入
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
又
は
加
入
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
は
当
該
事
項
を
得
る
よ
う
に
努
め
、

当
該
事
項
を
得
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
加
入
指
定
信
用
情
報
機
関
に
当
該
事
項
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
当
該
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
と
特
定
信
用
情
報
提
供
契
約
を
締

結
し
て
い
る
特
定
信
用
情
報
提
供
等
業
務
を
行
う
者
が
、
新
法
第
三
十
五
条
の
三
の
三
十
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け

た
時
前
に
カ
ー
ド
等
を
交
付
し
又
は
付
与
し
て
い
る
購
入
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
を
相
手
方
と
す
る
包
括

信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
を
当
該
特
定
信
用
情
報
提
供
等
業
務
を
行
う
者
が
同
項
の
指
定
を
受
け
た
時
以

後
に
締
結
し
た
場
合
に
は
、
新
法
第
三
十
五
条
の
三
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
加
入
指
定
信
用
情

報
機
関
に
対
し
、
新
省
令
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
行
わ
な
い
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
加
入
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
は
当
該
事
項
を
得
る
よ
う
に
努

め
、
当
該
事
項
を
得
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
加
入
指
定
信
用
情
報
機
関
に
当
該
事
項
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
九
条

新
省
令
第
百
十
八
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
は
、
購
入
者
等
が
一
年
間
に
支
払
う
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
額
を
加
入
指
定
信
用
情
報
機
関
に
提
供
し
な
い
加
入
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
及
び
加
入
個
別
信

用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
は
、
適

用
し
な
い
。

第
十
条

新
法
第
三
十
五
条
の
三
の
五
十
七
第
二
項
の
規
定
は
、
加
入
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
が
新
省
令
第
百

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
第
三
十
五
条
の
三
の
五
十
七
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
同
意
を
購
入
者
等
か
ら
書

面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
包
括
的
に
得
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
加
入
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者

が
当
該
購
入
者
等
か
ら
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
が
次
に
掲
げ
る
時
前
に
当

該
加
入
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
が
カ
ー
ド
等
を
交
付
し
又
は
付
与
し
て
い
る
当
該
購
入
者
等
を
相
手
方
と
す

る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。

一

包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
と
特
定
信
用
情
報
提
供
契
約
を
締
結
し
て
い
る
特
定
信
用
情
報
提
供
等
業
務
を

行
う
者
が
、
新
法
第
三
十
五
条
の
三
の
三
十
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
時

二

包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
が
指
定
信
用
情
報
機
関
と
特
定
信
用
情
報
提
供
契
約
を
締
結
し
た
時

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
新
省
令
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
講
じ
た
措
置
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
と
み
な
す
。
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